
第７５回税理士試験 相続税法

第二問（計算）解答

配 点：★ … ２点 ● … １点

難易度： … 得点すべき箇所（易） … 差がつく箇所（中） … 得点不要の箇所（難）

問１（３０点）

１ 各相続人等の相続税の課税価格の計算

⑴ 相続又は遺贈により取得した個々の財産の価額の計算 （単位：円）

課税価格に算
財産の種類 取 得 者 計 算 過 程

入される金額

宅地Ｆ Ｃ ４４，２７４，７５０ ⑴① ２００，０００×１．００＝２００，０００
●

（注） ４７８㎡÷３２ｍ＝１４．９３７５ｍ ＜ ２０ｍ

∴ １４．９３７５ｍ（１．００）

②イ ２００，０００×１．００×１５８㎡＝３１，６００，０００

ロ ２００，０００×１．００×３２０㎡＝６４，０００，０００

ハ （３１，６００，０００＋６４，０００，０００）÷４７８㎡＝２００，０００

③ ２００，０００ ＝ ２００，０００ ∴ ２００，０００

⑵① １００，０００×０．９３＝９３，０００

（注） ４７８㎡÷１０ｍ＝４７．８ｍ ＞ ３２ｍ ∴ ３２ｍ（０．９３）

②イ １００，０００×０．９３×６３８㎡＝５９，３３４，０００

ロ １００，０００×１．００×１６０㎡＝１６，０００，０００

ハ （５９，３３４，０００－１６，０００，０００）÷４７８㎡＝９０，６５６．９…

→ ９０，６５６

１０ｍ
③ ２００，０００＋ ９０，６５６×０．０３× ＝２０１，３５９

２０ｍ
計算方法●

⑶ ２０１，３５９×０．９２＝１８５，２５０．２８ → １８５，２５０

６４０㎡－４７８㎡
（注） ＝０．２５…、地積区分Ａ

２０ｍ×３２ｍ＝６４０㎡

∴ ０．９２

⑷ １８５，２５０×４７８㎡＝８８，５４９，５００

⑸ ８８，５４９，５００×１／２＝４４，２７４，７５０

家屋Ｇ Ｃ １７，０６５，０００ ⑴ ３０，０００，０００＋（６，０００，０００－１００，０００）×７０／１００
●

＝３４，１３０，０００

⑵ ３４，１３０，０００×１．０＝３４，１３０，０００

⑶ ３４，１３０，０００×１／２＝１７，０６５，０００

畑Ｈ Ｃ ７，１２０，０００ ⑴ １００，０００×１．００＝１００，０００
●

⑵ （１００，０００－１１，０００）×１６０㎡＝１４，２４０，０００

⑶ １４，２４０，０００×１／２＝７，１２０，０００

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（４）



⑴ 相続又は遺贈により取得した個々の財産の価額の計算 （単位：円）

課税価格に算
財産の種類 取 得 者 計 算 過 程

入される金額

宅地Ｉ 乙 ６８，７３７，８００ ⑴① ２００，０００×１．００＝２００，０００（普通商業・併用住宅）
★

② １００，０００×０．９７＝ ９７，０００（普通住宅）

③ ２００，０００ ＞ ９７，０００

∴ ２００，０００（普通商業・併用住宅）

⑵ ２００，０００×１．００＝２００，０００

⑶ ２００，０００＋１００，０００×１．００×０．０４＝２０４，０００

⑷ ２０４，０００×３６０㎡＝７３，４４０，０００

１２㎡
⑸ ７３，４４０，０００－７３，４４０，０００× ×０．７＝７１，７２６，４００

３６０㎡

５０㎡
⑹① ７１，７２６，４００× ×３０％＝２，９８８，６００

３６０㎡

② ７１，７２６，４００－２，９８８，６００＝６８，７３７，８００

構築物 乙 ２，９４０，０００ （５，９００，０００－１，７００，０００）×７０／１００＝２，９４０，０００
●

Ｊ社株式 Ｂ ８，９２５，０００ ⑴ 評価方式の判定
●

① 同族株主の判定

（乙、Ｂ）：３２０個／１，０００個＝３２％ ≧ ３０％、

他に５０％超のグループなし ∴ 同族株主に該当する

② 評価方法の判定

Ｂ：１７０個／１，０００個＝１７％ ≧ ５％

∴ 原則的評価方式
判定結果●

⑵ １株当たりの純資産価額の計算

① １５０，７５０，０００－２４，２５０，０００＝１２６，５００，０００

② １００，８５０，０００－２４，２５０，０００＝７６，６００，０００

③ （１２６，５００，０００－７６，６００，０００）×３７％＝１８，４６３，０００

④ （１２６，５００，０００－１８，４６３，０００）÷１００，０００株＝１，０８０．３７

→ １，０８０●

⑤ １，０８０×８０／１００＝８６４

（注） （乙、Ｂ）：３２０個／１，０００個＝３２％ ≦ ５０％

∴ 適用あり

⑶ 類似業種比準価額の計算

① １０，０００，０００００÷１００，０００株＝１０００

② １０，０００，０００÷５０＝２００，０００株

③ ４６０、４８２、４９６、５１２、４８５ ∴ ４６０が最小

０．０ ３２ ３７５
（０．００）＋ （０．８８）＋ （１．２５）

７．２ ３６ ３００
４６０× （０．７１）×０．５

３

＝１６３．３

１００
１６３．３× ＝３２６．６ → ３２６●

５０

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（５）



⑴ 相続又は遺贈により取得した個々の財産の価額の計算 （単位：円）

課税価格に算
財産の種類 取 得 者 計 算 過 程

入される金額

⑷ 原則的評価額

① １株当たりの純資産価額

８６４

② 併用価額

３２６×０．５０＋８６４×（１－０．５０）＝５９５

③ 原則的評価額

８６４ ＞ ５９５ ∴ ５９５

⑸ 課税価格に算入される金額

５９５×１５，０００株＝８，９２５，０００

預貯金 Ｂ １３，３６０，０００

Ｄ １０，０００，０００

動産 Ｃ ６７９，０００

乙 ７００，０００ １，０００，０００－３００，０００＝７００，０００
●

（注） 日常礼拝の用に供している仏壇は非課税財産

その他の財産 乙 ２１，１５０，０００
●

（生命保険契約に関する権利） Ｅ ２，５００，０００
●

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（６）



⑵ 小規模宅地等の特例の計算 （単位：円）

計 算 過 程

① 特例対象宅地等（対象資産及び減額割合）

宅地Ｆ（Ｃ、特居） ４４，２７４，７５０÷２３９㎡×（１－２０／１００）×３３０／２００＝２４４，５３０ 順位①（０．７２…）
●

（注） ４７８㎡×１／２＝２３９㎡

畑Ｈ （Ｃ） （注） 建物又は構築物の敷地の用に供されていないため適用なし

宅地Ｉ（乙、貸付） ６８，７３７，８００÷３６０㎡×（１－５０／１００）×２００／２００＝ ９５，４６９ 順位②（１．８）

② 特例対象宅地等の減額金額

貸付事業用宅地等を選択する

宅地Ｆ（Ｃ、特居） ２３９㎡ ≦ ３３０㎡ ∴ 全て

４４，２７４，７５０×（１－２０／１００）＝３５，４１９，８００

宅地Ｉ（乙、貸付） ３６０㎡ ＞ ２００㎡－２３９㎡×２００／３３０＝５５．１５…㎡ ∴ ５５．１５…㎡まで

５５．１５…㎡
６８，７３７，８００× ×（１－５０／１００）＝５，２６５，２６９

３６０㎡
計算方法●

特例適用対象財産 取 得 者 課税価格から減額される金額

宅地Ｆ Ｃ ３５，４１９，８００

宅地Ｉ 乙 ５，２６５，２６９
●

⑶ 課税価格から控除すべき債務及び葬式費用の額の計算 （単位：円）

債務及び葬式費用 負 担 者 金 額 計 算 過 程

債務 乙 １，２５９，０００ １，２６２，０００－３，０００＝１，２５９，０００
●

（注） 準確定申告の延滞税及び遺言執行費用は控除対象外

葬式費用 乙 ２，４６６，０００ １０，０００＋１，９５６，００００＋５００，０００＝２，４６６，０００

（注） 初七日法要の費用及び香典返戻費用は控除対象外

Ｂ ３５，０００

Ｃ ３５，０００

Ｄ ３０，０００
●

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（７）



⑷ 相続又は遺贈によるみなし取得財産の価額の計算 （単位：円）

課税価格に算
財産の種類 取 得 者 計 算 過 程

入される金額

生命保険金等 Ｄ ２０，０００，０００
●

Ｃ ９，２５０，０００ ⑴ １，０００，０００×９．２２２＝９，２２２，０００
●

⑵ ９，２００，０００

⑶ ９，２５０，０００

⑷ ⑴～⑶の最も大きい金額 ∴ ９，２５０，０００

同上の非課税金 Ｃ ９，２５０，０００ ⑴ ５，０００，０００×４人（法定相続人の数）＝２０，０００，０００●

額 ⑵ Ｃ ９，２５０，０００

（注） Ｄは相続人でないため適用なし●

⑶ ⑴ ≧ ⑵ ∴ Ｃ ９，２５０，０００

（ ）

⑸ 各相続人等の課税価格の計算 （単位：円）

相続人等
配偶者乙 子Ｂ 養子Ｃ 孫Ｄ 孫Ｅ

区分

相続又は遺贈に
８８，２６２，５３１ ２２，２８５，０００ ３３，７１８，９５０ １０，０００，０００ ２，５００，０００

よる取得財産

みなし取得財産 ０ ２０，０００，０００

債務控除 △ ３，７２５，０００ △ ３５，０００ △ ３５，０００ △ ３０，０００

課税価格
８４，５３７，０００ ２２，２５０，０００ ３３，６８３，０００ ２９，９７０，０００ ２，５００，０００

（１，０００円未満切捨て）

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（８）



２ 納付すべき相続税額の計算

⑴ 相続税の総額の計算

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額 課税遺産総額

千円 ３０，０００＋ ６，０００×４人 千円 千円
１７２，９４０ １１８，９４０

＝５４，０００●

法定相続人 法定相続分 法定相続分に応ずる取得金額 相続税の総額の基となる税額

千円 円
乙 １／２ ５９，４７０ １０，８４１，０００

Ｂ １／６ １９，８２３ ２，４７３，４５０

Ｃ １／４ ２９，７３５ ３，９６０，２５０

Ｄ １／１２ ９，９１１ ９９１，１００
●

（１００円未満切捨て）

合計 ４ 人 １ １８，２６５，８００

円

⑵ 各相続人等の納付すべき相続税額の計算 （単位：円）

相続人等
配偶者乙 子Ｂ 養子Ｃ 孫Ｄ 孫Ｅ

区分

算出税額 ８，９２８，７３７ ２，３５０，０２９ ３，５５７，５７４ ３，１６５，４１０ ２６４，０４８

相続税額の
６３３，０８２ ５２，８０９

加 ２割加算額

算

又 配偶者の
△ ８，９２８，７３７

は 税額軽減額

減

算
未成年者控除額 △ ５００，０００

●

納付税額
０ ２，３５０，０００ ３，５５７，５００ ３，２９８，４００ ３１６，８００

（１００円未満切捨て）
●

（注）相続税額の２割加算額及び控除額の計算過程は次の⑶に記載する。

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（９）



⑶ 相続税額の２割加算額及び控除額の計算 （単位：円）

加算及び控除の項目 対 象 者 金 額 計 算 過 程

相続税額の２割 Ｄ ６３３，０８２ ３，１６５，４１０×２０／１００＝６３３，０８２

加算額 Ｅ ５２，８０９ ２６４，０４８×２０／１００＝ ５２，８０９

（対象者、計算方法● ）

配偶者の税額軽 乙 ８，９２８，７３７ ⑴ ８，９２８，７３７

減額 ⑵① １７２，９４０，０００×１／２＝８６，４７０，０００ ＜ １６０，０００，０００

∴ １６０，０００，０００

② ８４，５３７，０００

③ ① ＞ ②

８４，５３７，０００
∴ １８，２６５，８００× ＝８，９２８，７３７

１７２，９４０，０００

⑶ ⑴ ≦ ⑵ ∴ ８，９２８，７３７ （計算方法● ）

未成年者控除額 Ｄ ５００，０００ １００，０００×（１８歳－１３歳）＝５００，０００

Ｅ （注） Ｅは法定相続人でないため適用なし●

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（１０）



問２（２０点）

⑴ 贈与税の課税価格（基礎控除及び相続時精算課税に係る贈与税の特別控除後の価額の計算 （単位：円）

贈与税の
受贈者 贈与年分 計 算 過 程

課税価格

Ａ 平成１９年分 ０ ３５，０００，０００－１０，０００，０００－２５，０００，０００＝０
●

（注）１ ３５，０００，０００ ＞ １０，０００，０００

∴ １０，０００，０００（住宅取得等資金の特別控除）

２ ３５，０００，０００－１０，０００，０００＝２５，０００，０００

≦ ２５，０００，０００ ∴ ２５，０００，０００

令和５年分 １，０００，０００ １，０００，０００－０＝１，０００，０００
●

（注） １，０００，０００ ＞ ２５，０００，０００－２５，０００，０００＝０ ∴ ０

令和６年分 ６，３５１，０００ ５０，０００ドル×１４９．０２円＝７，４５１，０００
●

７，４５１，０００－１，１００，０００－０＝６，３５１，０００

（注） ７，４５１，０００－１，１００，０００＝６，３５１，０００

＞ ２５，０００，０００－２５，０００，０００＝０ ∴ ０

Ｂ 令和６年分 ０ ３０，０００，０００－５，０００，０００－７８５，７１４－２４，２１４，２８６＝０
●

（注）１ ３０，０００，０００ ＞ ５，０００，０００ ∴ ５，０００，０００

２５，０００，０００※
２ １，１００，０００×

２５，０００，０００※＋１０，０００，０００

＝７８５，７１４．２… → ７８５，７１４【７８５，７１５も可】
計算方法●

※ ３０，０００，０００－５，０００，０００＝２５，０００，０００

３ ３０，０００，０００－５，０００，０００－７８５，７１４＝２４，２１４，２８６

≦ ２５，０００，０００ ∴ ２４，２１４，２８６

【２４，２１４，２８５も可】

令和７年分 ２５，５１４，２８６ ⑴ ２５，０００，０００×７０／１００＋１０，０００，０００×０．９９０
●

【２５，５１４，２８５】 ＝２７，４００，０００●

（注） ３年２月 → ４年（０．９９０）

⑵ ２７，４００，０００－１，１００，０００－７８５，７１４＝２５，５１４，２８６

【２５，５１４，２８５も可】

（注） ２７，４００，０００－１，１００，０００＝２６，３００，０００

＞ ２５，０００，０００－２４，２１４，２８６＝７８５，７１４ ∴ ７８５，７１４

【７８５，７１５も可】

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（１１）



⑴ 贈与税の課税価格（基礎控除及び相続時精算課税に係る贈与税の特別控除後の価額の計算（続き）（単位：円）

贈与税の
受贈者 贈与年分 計 算 過 程

課税価格

Ｃ 平成２８年分 ０ １０，０００，０００－１０，０００，０００＝０
●

（注） １０，０００，０００ ≦ １５，０００，０００ ∴ １０，０００，０００

平成２９年分 （注） 平成２９年５月１２日にＣが３０歳に達したことにより、

契約終了時課税が行われるが、同日における教育資金

支出額が不明であるため、計算できない

【３０歳到達時に学校等に在学している場合には４０歳まで契

約終了を延長できるが、この取扱いは令和元年７月１日

以後に３０歳に達した者に適用されるため、Ｃには適用は

なく、３０歳到達時に契約終了時課税を受ける】

令和５年分 ２，１００，０００ ⑴ （２，８５０＋２，７９０）÷２＝２，８２０
●

２，８２０×１０，０００株－２５，０００，０００＝３，２００，０００

⑵ ３，２００，０００－１，１００，０００＝２，１００，０００

令和６年分 ５８，５０３，８３２ ⑴ １３，０００，０００×１．０×１．５００６（注）＝１９，５０７，８００
●

⑵ ６６８，０００，０００×１１，２８０／２８２，０００×１．５００６（注）

＝４０，０９６，０３２

（注） ２３年×△０．０３３＝△０．７５９

１４階÷３３＝０．４２４２… → ０．４２４×０．２３９＝０．１０１３３６

→ ０．１０１

１０階×０．０１８＝０．１８０

５７４．２４㎡×１１，２８０／２８２，０００＝２２．９６９６㎡ → ２２．９７㎡

２２．９７㎡÷１１４．４０㎡＝０．２００７… → ０．２０１

０．２０１×△１．１９５＝△０．２４０１９５ → △０．２４１

△０．７５９＋０．１０１＋０．１８＋△０．２４１＋３．２２０＝２．５０１

１÷２．５０１＝０．３９９８４００６３９７… ＜ ０．６

∴ ２．５０１×０．６＝１．５００６

⑶ １９，５０７，８００＋４０，０９６，０３２＝５９，６０３，８３２

⑷ ５９，６０３，８３２－１，１００，０００＝５８，５０３，８３２

令和９年分 （注） 既に契約終了しているため、課税関係は生じない

【令和９年５月１２日に４０歳に達しており、同日の教育資金

支出額が与えられているため、令和元年７月１日以後に

３０歳に達した場合の契約終了の延長がされている前提で

作問されているが、作問ミスと考えられる】

Ｄ 令和７年分 ９００，０００ ２，０００，０００－１，１００，０００＝９００，０００
●

令和８年分 ０ ７，０００，０００－７，０００，０００＝０
●

（注） ７，０００，０００ ≦ １０，０００，０００ ∴ ７，０００，０００

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（１２）



⑵ 相続税の課税価格に加算される財産の価額の計算 （単位：円）

加算される
受贈者 贈与年分 計 算 過 程

財産の価額

Ａ 平成１９年分 ３５，０００，０００
●

令和５年分 １，０００，０００
●

令和６年分 ６，３５１，０００
●

Ｂ 令和６年分 ２４，２１４，２８６ ３０，０００，０００－５，０００，０００－７８５，７１４＝２４，２１４，２８６

【２４，２１４，２８５】 【－７８５，７１５＝２４，２１４，２８５も可】
●

令和７年分 ２６，３００，０００
●

Ｃ 平成２８年分 （注） 教育資金一括贈与の非課税の適用を受けた価額は生

前贈与加算の適用なし

平成２９年分 （注） 平成２９年５月１２日にＣが３０歳に達したことにより、

契約終了時課税が行われるが、同日における教育資金

支出額が不明であるため、計算できないが、令和６年

１月１日以後の贈与でないため、加算対象贈与財産に

該当しない

令和５年分 （注） 令和６年１月１日以後の贈与でないため加算対象贈

与財産に該当しない●

令和６年分 ５８，６０３，８３２ ５９，６０３，８３２－１，０００，０００● ＝５８，６０３，８３２

（注） 相続開始前３年以内の贈与財産以外の財産のため、

１００万円控除後の金額が加算される

令和９年分 （注） 既に契約終了しているため、課税関係は生じない

【令和９年５月１２日に４０歳に達しており、同日の教育資金

支出額が与えられているため、令和元年７月１日以後に

３０歳に達した場合の契約終了の延長がされている前提で

作問されているが、作問ミスと考えられる】

Ｄ 令和７年分 （注） 管理残額以外の相続又は遺贈により取得した財産が

ないため、生前贈与加算の適用なし●

令和８年分 ２，２００，０００ ７，０００，０００－４，８００，０００＝２，２００，０００

（注） 贈与者死亡時の管理残額課税

【管理残額課税は、みなし相続又は遺贈となるため、加算

される財産ではないことから、解答していなくても問題

ない】

Ｚ－７５－Ｅ 計算解答

（無断複写・転載を禁ず）

（１３）


